
予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人）

1

平成２３年度障害
者就職面接会求人
情報一覧表等の作
成

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
村松　達也
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H23.9.1

㈱近畿印刷
センター
柏原市本郷
５－６－２５

予定価格が２
５０万円を超え
ない製造契約
であることか
ら、予決令第９
９条第２号に
該当するため

1,150,277

1
各公共職業安定所
における電話機の
購入

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
村松　達也
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H23.9.7

東亜通信㈱
大阪市中央
区南本町４
－２－１０

予定価格が１
６０万円を超え
ない購入契約
であることか
ら、予決令第９
９条第３号に
該当するため

1,527,750

3

適用徴収業務支援
システム（RSシス
テム）の導入に伴う
労働保険事務組合
システムにかかる
プログラム改修作
業

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
村松　達也
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H23.9.14

コンピュー
タ・システム
㈱
京都市上京
区六軒町通
元誓願寺上
ル玉屋町２２
６－３

別紙７のとおり 4,620,000

4
職業訓練システム
移設作業

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
村松　達也
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H23.9.16

シャープシス
テムプロダク
ト㈱
大阪市阿倍
野区長池町
２２－２２

別紙８のとおり 3,864,000

5

平成２４年３月高等
学校卒業予定者合
同求人説明会会場
借上

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
村松　達也
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H23.9.27

南海ビル
サービス㈱
大阪市浪速
区難波中３
－４－３６

公募を実施し
た結果、参加
業者は当該事
業者のみで
あったことか
ら、会計法第２
９条の３第４項
に該当するた
め

1,466,580

6
ハローワーク事業
主支援コーナー建
物賃貸借

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
村松　達也
大阪市中央区
大手前4－1－
67

H23.9.30

阪急不動産
㈱
大阪市北区
角田町１－１

別紙９のとおり 6,481,212

7

8

備　　考

公共調達の適正化に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称

物品役務等の名称及
び数量

契約締結
日

契約の相手方
の商号又は名
称及び住所

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由（企画競争又
は公募）



別紙７

契約件名及び数量
適用徴収業務支援システム（RSシステム）の導入に伴う労働保険事
務組合システムにかかるプログラム改修作業

随意契約によることとした
理由

　本契約にかかる改修作業については、既存のシステムのプログラ
ム内容を熟知していることが必要不可欠である。システムの構築部
分についてはコンピュータ・システム㈱が独自で開発したものであり、
著作権も所有している。仮にシステムの内部を把握していない上記
業者以外の者が、システムの内部に入ると、データの削除等復元不
可能な状態にしてしまう恐れがあり、そうなれば通常業務に多大な影
響を及ぼすことが考えられる。
　また、設定作業後にプログラムの起動が正常に行われているか確
認を要することから、プログラム内容を熟知した開発業者以外が行う
ことは非常にリスクが高く、迅速かつ確実な改修作業の実施および
万が一の不測の事態への対応等を考慮すると、当該システムの開
発業者以外に作業させることは不可能であり、契約の性質が競争を
許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するものである。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能。

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし。

備考



別紙８

契約件名及び数量 職業訓練システム移設作業

随意契約によることとした
理由

　本契約にかかる移設作業については、システムの解体・再設定作
業を含んでいる。設定作業については、サーバーとのネットワークの
共有が不可欠である。しかし、システムの構築部分については、
シャープシステムプロダクト㈱が独自で開発したものであり、仮に、シ
ステムの内部を把握していない上記業者以外の者がシステムの内
部に入り、現存のデータを削除してしまった場合、データの復元がで
きなくなる恐れがある等、通常業務に多大な影響を及ぼすことが考
えられる。
　また、移設作業後にシステムが正常に起動するか確認する必要が
あることから、サーバー内のプログラム内容を把握している開発業者
以外が作業を行うことはリスクが高く、非効率である。また、迅速に移
設作業をすすめるとともに、万が一不測の事態が発生した場合にも
確実に対応しシステム環境を維持するためにも、当該システムの開
発業者以外に作業させることは不可能であり、契約の性質が競争を
許さないことから、会計法第２９条の３第４項に該当するものである。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能。

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし。

備考



別紙９

契約件名及び数量 ハローワーク事業主支援コーナー建物賃貸借

随意契約によることとした
理由

同フロアに入居している独立行政法人雇用・能力開発機構（以下「機
構」という。）が平成２３年９月末で退去することに伴い、同機構の業
務の一部を国が引き継ぐことになったことから、現在の借受面積で
は、執務スペース及び書類の保管スペースが不足することが見込ま
れる。そこで、機構が退去することにより生じるスペースについて、新
たに取得することになったが、契約の目的物が代替性のない特定の
位置、構造又は性質のものであることから、会計法第29条の３第４項
に該当するため。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考




